








別記様式第12号（裏面）

　役員等とは次に掲げる人をいいます。

イ 　法人税法第２条第15号に規定する役員

ロ 　国会議員及び地方公共団体の議会の議員

ハ 　国家公務員及び地方公務員

8 「⑧」欄又は「⑨」欄には、「③」欄又は「④」欄の勤続期間のうち、その勤続期間に通算された、前の退職手当等につ

いての勤続期間（上記3の(1)又は(3)の期間（(3)の期間については、その「他」の勤務先から前に退職手当等の支払を受け

ている場合に限ります。））とその年数（１年未満の端数切捨て）を記載します。また、内書には、その勤続期間のうち、

特定役員等勤続期間の有無、有の場合は、その特定役員等勤続期間及びその年数（１年未満の端数切捨て）を記載します。

9 「⑩」欄には、「③」欄又は「⑤」欄の勤続期間のうち、「⑧」欄又は「⑨」欄の勤続期間だけからなる部分の期間とそ

の年数（１年未満の端数切捨て）を記載します。また、「ロ」欄には、その勤続期間のうち、特定役員等勤続期間の有無、

有の場合は、その特定役員等勤続期間及びその年数（１年未満の端数切捨て）を記載します。

10 「⑪」欄には、「⑦」欄と「⑩」欄の勤続期間について、重複する部分は二重に計算しないように通算した勤続期間とそ

の年数（１年未満の端数切捨て）を記載します。また、「ハ」欄には、「イ」欄と「ロ」欄の勤続期間について、重複する

部分は二重に計算しないように通算した勤続年数とその年数（１年未満の端数切捨て）を記載します。

800万円以下の場合 　その収入金額÷40万円

800万円を超える場合 （その収入金額－800万円）÷70万円＋20

7 「⑦」欄には、「③」欄又は「⑤」欄の勤続期間のうち、「⑥」欄の勤続期間と重複している期間を記載します。また、

「イ」欄には、この重複している期間のうち「③」欄又は「⑤」欄の特定役員等勤続期間と重複する期間の有無、有の場合

は、その重複勤続期間及びその年数（１年未満の端数切捨て）を記載します。

４年内の退職手当等の収入金額 算　　　　　　　式

また、「③」欄の内書には、上記の勤続期間のうち、特定役員退職手当等(※)に係る勤続期間（以下「特定役員等勤続期

間」といいます。）の有無、有の場合は、その勤続期間及びその年数（１年未満の端数切上げ）を記載します。

さらに、内書として、この特定役員等勤続期間と一般退職手当等に係る勤続期間（以下「一般勤続期間」といいます。）

の重複の有無、有の場合は、その重複期間及びその年数（１年未満の端数切上げ）を記載します。

※1 特定役員退職手当等とは、役員等としての勤続年数（以下「役員等勤続年数」といいます。）が５年以下である人が支払を受ける退
職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

　2

4 「④」欄には、本年中に支払を受けた他の退職手当等についての勤続期間を上記3の方法で計算して記載します。また、内

書は、上記3(3)「③」欄の内書に倣い記載します。

5 「⑤」欄には、「③」欄と「④」欄の勤続期間について、重複する部分は二重に計算しないように通算した勤続期間とそ

の年数（１年未満の端数切上げ）を記載します。また、内書は、上記3(3)「③」欄の内書に倣い記載します。

6 「⑥」欄には、前年以前４年内（その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場

合には、14年内）に支払を受けた退職手当等（以下「４年内の退職手当等」といいます。）がある場合に、その４年内の退

職手当等についての勤続期間を記載します。

ただし、４年内の退職手当等の収入金額がその退職手当等についての退職所得控除額に満たなかったときは、その４年内

の退職手当等の収入金額に応じ、その４年内の退職手当等についての勤続期間の初日から次表の算式によって計算した数

（小数点以下の端数切捨て）に相当する年数が経過する日までの期間を記載します。

(3) 他に勤務していた期間（その支払者のもとで勤務しなかった期間に限ります。）で、今回の退職手当等の計算の基礎と

なる期間に通算された期間

申 告 書 の 書 き 方

1 「①」欄には、退職年月日（会社の役員等の退職手当等で、株主総会等の決議を要するものは、その決議により支払を受

ける金額が具体的に定められた年月日）記載します。

2 「②」欄には、在職中に障害者となったことに直接基因して退職した人は、「障害」を○で囲み、（ ）内に障害の状

態、身体障害者手帳等の交付年月日等を記載します。その他の人は、「一般」を○で囲みます。また、その年１月１日現在

で生活保護法による生活扶助を受けている人は、生活扶助の「有」を、その他の人は「無」を○で囲みます。

3 「③」欄には、この申告書を提出して今回支払を受ける退職手当等についての勤続期間と年数（１年未満の端数は切上

げ）を記載します。

この場合、勤続期間は、原則としてその支払者のもとで引き続き勤務した期間（その支払者から前に退職手当等の支払を

受けている場合には、前の退職手当等の計算の基礎となった勤続期間の末日以前の期間を除きます。）によります。ただ

し、次の期間がある場合には、その期間を加えた期間によります。

(1) その支払者から受けた前の退職手当等の計算の基礎となった勤続期間で、今回の退職手当等の計算の基礎となる勤続期

間に通算された期間

(2) 一時他に勤務していたなどのため、その支払者のもとでの勤務が中断した人の、その中断前に引き続き勤務した期間

（一時他に勤務することとなった際に、その支払者から退職手当等を受けなかった場合に限ります。）
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（様式第９号の２）

印

年 月 日 （ 歳 ） 級

18 年 3 月 31 日 円

年 月 日 円

年 月 日 円

1 自己都合 2 定年 3 任期終了(一般職) 年 月 日 円

4 勧奨 （ 条例第５条の３、附則第19項 ） 年 月 日 円

5 整理 6 任期満了(特別職) 7任期中途(特別職） 年 月 日 円

8 公務上傷病 9 公務外傷病 級

10 その他 （ ） 年 月 日 円

円 月 円 月 円 月 円 月

円 月 円 月 円 月 円 月

円 月 円 月 円 月

～ 生

～ 生 （金融機関名） （支店等名）

～ 生  銀　　行・信用組合  支　店・支　所

～ 生  労働金庫・信用金庫  本　店・出張所

～ 生  農　　協  本　所・代理店

～ 生

〒 －

都 道 区 郡

府 県 市

〒 －

都 道 区 郡

府 県 市

上記のとおり報告します。

年 月 日

団体名 職・氏名 印

島根県市町村総合事務組合 様

（注） 1

2

3 　「特定減額」は、平成18年4月1日以降において降格等により給料月額が減額になった場合に記入すること。
4 　「調整額」は、調整月額の高い区分から60月分を記入すること。
5

6

　「給料異動年月日」欄の「退職日１年前」の行には、退職日の1年前の年月日（3月31日退職の場合は前年
の3月31日）における表・級・号給及び給料月額を記入すること。

　「基礎在職期間からの控除期間」の「事由」には、休職（公務上を除く）、育休、停職、専従等を記入す
ること。また、育児休業の場合は、当該育児休業に係る子の生年月日を記入すること。

0

21,700

　「退職事由」の「勧奨」は通常の勧奨の場合は（条例第５条の３）、早期退職優遇制度（令和元年度から
令和２年度までの間）の場合は（附則第19項）に○印をすること。

否

第11号

　「勤務中断前の税対象期間」が有の場合は、その期間を確認できる書類（証明書等）を添付すること。

在職月数調整月額 在職月数 区 分 調整月額

特定減額（条例第５条の２） 表 号給

減 額 前 日

第７号

給料月額

43,350 第10号

第８号

27,100

基礎在職期間からの控除期間

子の生年月日

税 対 象 期 間
有要

区 分

勤 務 中 断 前 の

口座番号

町 村

無

第４号 65,000

退　職　手　当　金　送　金　先

口座名義

第９号

・
の控除の要否

コード

（普通預金口座に限ります）

コード

・
退職手当から

共済組合貸付金等

職　　名

退  職  年  月  日

区 分 調整月額

給 料 改 定

給 料 改 定

調　　　　　　　整　　　　　　　額

退 職 日

就  職  年  月  日

氏     名

日

在職月数

施行日前日

退職日１年前

給 料 改 定

日

令和

32,500

平成

平成

表 号給 給料月額

退職予定者報告書（退職手当仮請求書）

月 年年 月

生年月日

所  属  所  名 所属所番号 職員番号

給 料 異 動 年 月 日

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

退
職
事
由

事 由

70,400

95,400

59,550

区 分

78,750 第５号

第６号

第１号

第２号

期　　　　　　　間

調整月額 在職月数

令和

町

54,150第３号

村

現 住 所

退 職 の 年 の
1月1日の住所
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令
和

年
月

日

（
注

１
）
　

加
入

年
月

日
欄

は
、

組
合

加
入

の
日

を
記

載
し

て
下

さ
い

。

（
注

２
）
　

退
職

１
年

（
1
3
月

）
前

の
給

料
額

欄
は

、
令

和
２

年
3
月

3
1
日

退
職

の
場

合
は

、
「
平

成
3
1
年

3
月

3
1
日

」
、

「
○

級
・
○

○
号

」
、

「
給

料
月

額
」
を

記
載

し
て

下
さ

い
。

（
注

３
）
　

給
料

表
欄

は
、

行
（
一

）
、

行
（
二

）
、

公
安

（
一

）
、

医
療

（
一

）
等

の
該

当
の

給
料

表
名

を
記

載
し

て
下

さ
い

。

（
注

４
）
　

調
整

額
の

欄
は

、
各

団
体

か
ら

本
組

合
に

報
告

さ
れ

て
い

る
職

員
の

区
分

に
従

っ
て

計
算

し
た

額
を

記
載

し
て

下
さ

い
。

な
お

、
別

紙
「
調

整
額

計
算

書
（
給

料
等

履
歴

）
」
を

必
ず

添
付

し
て

下
さ

い
。

（
注

５
）
　

特
例

措
置

の
欄

は
、

早
期

退
職

優
遇

制
度

（
令

和
元

年
度

か
ら

令
和

２
年

度
ま

で
）
を

実
施

し
て

い
る

団
体

で
、

勧
奨

退
職

の
該

当
年

齢
者

に
つ

い
て

は
、

制
度

適
用

を
す

る
場

合
は

「
適

用
」
、

適
用

し
な

い
場

合
は

「
不

適
用

」
と

記
入

し
て

下
さ

い
。

- 84 -

円
歳

年
月

日
：

年
月

日
：

級
級

歳
号 円

円
号

級

円

級

号

歳
歳

円

級
号

号
級

級
号 円

年
月

日
：

級

年
月

日
：

級

年
月

日
：

年
月

日
：

歳歳

年
月

日
：

号

級
歳

級

歳

号

年
月

日
：

歳

号

級
号

年
月

日
：

年
月

日
：

年
月

日
：

円

級

級

級

号

円 号

号

円 号

級

歳

年
月

日
：

号

級

級
号 円 円号

年
月

日
：

級
号

円

級

号円

級

円

級

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

の
給

料
額 号

級
号

円

級
号円

級級
号 円

□
退

職
手

当
試

算
依

頼
票

円

団
　

　
体

　
　

名

担
  
当

  
課

  
名

担
当

者
職

氏
名

電
  
話

  
番

  
号

Ｆ
 Ａ

 Ｘ
  
番

  
号

年
月

日
：

号

年
月

日
：

円

級
号 号

級 級

円円

級

級
号 円

号

年
月

日
：

級
号

級
円

号
号

年
月

日
：

円

年
月

日
：

年
月

日
：

年
月

日
：

歳
歳

級

円

退
職

時
年

  
 齢

定
  

年
年

  
齢

加
入

年
月

日

円 号

号

歳

級

円

級

円

級

円

級

 通
信

欄

年
月

日
：

歳 歳

円 円

級
円

1
07 8 9

円

級
号 円

級

6

級

円

1 2 3 4 5
歳歳

円

級
号

歳 歳

円

年
月

日
：

円

年
月

日
：

備
　

　
　

考

号

給
料

表
退

職
時

給
料

額
退

職
日

前
１

年
間

の
給

料
異

動

級

号号 円

円

級

円
円

円

号
級

級

号

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
（
０

８
５

２
）
２

７
－

３
３

５
０

　

号

年
月

日
：

級
号

円

級

円

円
号 円

円

年
月

日
：

年
月

日
：

円号
円円

号

円

円
円

年
月

日
：

円 号

円
号

号

歳

円
円

年
月

日
：

号
号

円

級

円

所
属

所
番

号

特
 例

措
 置

調
　

整
　

額
職

員
番

号
氏

　
　

　
　

名
退

 職
事

 由
生

年
月

日
退

職
年

月
日

退
職

日
１

年
(1

3
月

)
前

  
の

  
給

  
料

  
額

年
月

日
：

年
月

日
：

84



85



86



87



88



退職手当に関する質問と回答
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◇会計年度任用職員の退職手当の取扱いについて

Ｑ16

　Ａ

Ｑ17

　Ａ

Ｑ18

　Ａ

Ｑ19

　Ａ

Ｑ20

　Ａ

Ｑ21

　Ａ

　発令年月日の属する月が18日以上勤務であれば、発令年月日が島根県市町村総合事務組合加
入年月日になる。17日以下勤務であれば、発令年月日の属する月の翌月初日が島根県市町村総

合事務組合加入年月日になる。

　通算する。加入時に、前歴期間の負担金の遡及納付が必要。

　前歴期間（例えば、臨時職員で週５日フルタイム勤務の期間が５年）があって、１日も空白

期間がなくフルタイム会計年度任用職員になる場合、通算するのか。

　常勤の一般職と同じ負担率。（令和２年度～　80/1000、130/1000、170/1000のいずれかで

団体ごとに定めた率）

　支給率はどうなるのか。

　常勤の一般職と同じ支給率。ただし、定年退職、勧奨退職及び勤続年数11年以上の任期終了

退職の支給率は適用外。

　月の中途で就職する場合、就職報告における島根県市町村総合事務組合加入年月日は、いつ

になるのか。

　加入要件を満たした会計年度任用職員は、いつ就職報告をすればよいか。

　加入要件を満たした時点で、すみやかに就職報告をする必要がある。
なお、発令年月日及び島根県市町村総合事務組合加入年月日は、会計年度任用職員の職員と

みなされる要件（①職員と同じ勤務時間勤務、②月18日以上勤務、③６か月を超えて引き続き
勤務）を満たし始めた年月日を記載すること。

　負担金はいつからいつまで納めることになるのか。

　勤続期間（退職手当支給期間）については、負担金を納付していただく。就職報告月に、会
計年度任用職員の職員とみなされる要件を満たし始めた月から就職報告月の前月までの期間の

負担金を遡及して納付すること。

　一般納付金の負担率はどうなるのか。
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島根県市町村総合事務組合

令和元年11月

退職手当事務手引

退
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手
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事

務

手

引

令
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年
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月
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県
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